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教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  
○ 教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 □ 平 成 元 年 千 葉 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 □ に 関 す る 資 料  

改 正 後  改 正 前  

  

□ 普 通 免 許 状 の 授 与 申 請 □  □ 普 通 免 許 状 の 授 与 申 請 □  

第 二 条  略  第 二 条  略  

一 □ 五  略  一 □ 五  略  

六  小 学 校 又 は 中 学 校 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 に あ つ

て は □ 小 学 校 及 び 中 学 校 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 授 与 に 係 る 教 育 職 員 免 許 法 の

特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 □ 平 成 九 年 文 部 省 令 第 四 十 号 □ 第 四 条 の 規 定

に よ る 証 明 書 又 は 同 令 第 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ

と を 証 す る 書 面 若 し く は 同 条 第 二 項 に 該 当 す る 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面  

六  小 学 校 又 は 中 学 校 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 に あ □

て は □ 小 学 校 及 び 中 学 校 の 教 諭 の 普 通 免 許 状 授 与 に 係 る 教 育 職 員 免 許 法 の

特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 □ 平 成 九 年 文 部 省 令 第 四 十 号 □ 第 四 条 の 規 定

に よ る 証 明 書 又 は 同 令 第 三 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ

と を 証 す る 書 面 若 し く は 同 条 第 二 項 に 該 当 す る 者 で あ る こ と を 証 す る 書 面  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず □ 教 育 公 務 員 特 例 法 及 び 教 育 職 員 免 許 法 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 □ 令 和 四 年 法 律 第 四 十 号 □ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 免 許 法

第 九 条 第 一 項 □ 第 四 項 及 び 第 五 項 並 び に 第 九 条 の 二 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定

に よ る 有 効 期 間 が 満 了 し □ 又 は 教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 □ 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 □ 附 則 第 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ

り 失 効 し た 普 通 免 許 状 □ 県 教 育 委 員 会 が 授 与 し た も の に 限 る □ 以 下 □ 失 効 普

通 免 許 状 □ と い う □ □ と 同 一 の 種 類 の 普 通 免 許 状 の 授 与 □ 以 下 □ 再 授 与 □ と

い う □ □ を 受 け よ う と す る 場 合 に は □ 当 該 失 効 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け て い

た こ と を 証 す る 書 類 を 県 教 育 委 員 会 に 提 出 す る こ と に よ り □ 前 項 第 三 号 か ら

第 六 号 ま で に 掲 げ る 書 類 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る □  

□ 新 設 □  

３  免 許 法 第 十 六 条 第 一 項 □ 第 十 六 条 の 三 第 二 項 □ 第 十 六 条 の 四 第 三 項 又 は 第

十 七 条 の 規 定 に よ り 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 □ 教 育 職 員 検 定 を

受 け 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 を 除 く □ □ は □ 教 育 職 員 免 許 状 授

与 申 請 書 に 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 書 類 の ほ か □ 教 員 資 格 認 定 試

験 の 合 格 証 明 書 □ 教 員 資 格 認 定 試 験 規 程 □ 昭 和 四 十 八 年 文 部 省 令 第 十 七 号 □

第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 合 格 証 明 書 を い う □ □ 又 は 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 四

条 第 一 項 の 表 下 欄 に 規 定 す る 基 礎 資 格 を 有 し て い る こ と を 証 す る 書 面 を 添 え

て 県 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い □  

２  免 許 法 第 十 六 条 第 一 項 □ 第 十 六 条 の 三 第 二 項 □ 第 十 六 条 の 四 第 三 項 又 は 第

十 七 条 の 規 定 に よ り 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 □ 教 育 職 員 検 定 を

受 け 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 を 除 く □ □ は □ 教 育 職 員 免 許 状 授

与 申 請 書 に 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 書 類 の ほ か □ 教 員 資 格 認 定 試 験

の 合 格 証 明 書 □ 教 員 資 格 認 定 試 験 規 程 □ 昭 和 四 十 八 年 文 部 省 令 第 十 七 号 □ 第

八 条 第 二 項 に 規 定 す る 合 格 証 明 書 を い う □ □ 又 は 免 許 法 施 行 規 則 第 六 十 四 条

第 一 項 の 表 下 欄 に 規 定 す る 基 礎 資 格 を 有 し て い る こ と を 証 す る 書 面 を 添 え て

県 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い □  

  

□ 普 通 免 許 状 に 係 る 新 教 育 領 域 の 追 加 の 定 め の 申 請 □  □ 普 通 免 許 状 に 係 る 新 教 育 領 域 の 追 加 の 定 め の 申 請 □  

第 二 条 の 二  略  第 二 条 の 二  略  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず □ 再 授 与 を 受 け た 普 通 免 許 状 に 新 教 育 領 域 の 追 加 □ 新 設 □  
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の 定 め □ 当 該 再 授 与 に 係 る 失 効 普 通 免 許 状 に 受 け て い た 新 教 育 領 域 の 追 加 の

定 め と 同 一 の も の に 限 る □ □ を 受 け よ う と す る 場 合 に は □ 前 条 第 一 項 第 四 号

に 掲 げ る 書 類 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る □  

□ 教 育 職 員 検 定 に よ る 普 通 免 許 状 の 授 与 申 請 □  □ 教 育 職 員 検 定 に よ る 普 通 免 許 状 の 授 与 申 請 □  

第 三 条  略  第 三 条  略  

２  前 項 第 一 号 に 規 定 す る 受 検 資 格 に 関 す る 証 明 書 □ 免 許 法 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 場 合 を 除 く □ □ は □ 次 の 各 号

に 掲 げ る 場 合 に つ い て □ そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 と す る □  

２  前 項 第 一 号 に 規 定 す る 受 検 資 格 に 関 す る 証 明 書 □ 免 許 法 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 場 合 を 除 く □ □ は □ 次 の 各 号

に 掲 げ る 場 合 に つ い て □ そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 と す る □  

一 □ 八  略  一 □ 八  略  

九  免 許 法 附 則 第 十 七 項 の 規 定 に よ る 場 合  九  免 許 法 附 則 第 十 七 項 の 規 定 に よ る 場 合  

イ □ ハ  略  イ □ ハ  略  

ニ  免 許 法 附 則 第 十 七 項 の 表 備 考 第 二 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者

に あ つ て は □ 免 許 状 の 写 し  

ニ  免 許 法 附 則 第 十 七 項 の 表 備 考 第 二 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者

に あ □ て は □ 免 許 状 の 写 し  

ホ  免 許 法 施 行 規 則 附 則 第 六 項 の 表 備 考 第 四 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と

す る 者 に あ つ て は □ 実 務 成 績 証 明 書  

ホ  免 許 法 施 行 規 則 附 則 第 六 項 の 表 備 考 第 四 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と

す る 者 に あ □ て は □ 実 務 成 績 証 明 書  

十 □ 十 二  略  十 □ 十 二  略  

３  略  ３  略  

  

 


